
 

 

た請求権を本人が行使できる

のは、一定の法律違反があった

場合に限られています。本人が

個人情報の利用を望まない場

合に利用停止等の請求ができ

ないことについての不満も多

かったことから、改正法では、 

（１） 利用する必要がなくな 

った場合 

（２） 重大な漏えい等が発生

した場合 

（３） 本人の権利または正当

な利益が害されるおそ

れがある場合 

にも、請求権が行使できること

としました。 

この実効性を担保するため

に、本人が保有個人データに適

切に関与することを可能とす

る前提となる公表等事項とし

て、これまで求められていなか

った事業者の住所や、法人の場

合における代表者の氏名、事業

者が保有個人データについて

講じている安全管理措置の内

容が加えられています。 

 

◆プライバシーポリシーの見

直し 

 

公表等事項の公表は、その内

容を盛り込んだプライバシー

ポリシーの策定・公表により行

うことが一般的です。改正によ

り公表等事項が追加されるこ

とで、多くの企業において、見

直しが必要となると考えられ

ます。 ４月までに自社のプラ

イバシーポリシーをしっかり

確認し、対応しておきましょ

う。 

 

 

２月の税務と労務の手続期

限［提出先・納付先］ 
 

1 日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３

月１５日まで＞［税務署］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得

届の提出＜前月以降に採用

した労働者がいる場合＞［公

共職業安定所］ 

 

 

１０日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴

収税額の納付［郵便局または

銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得

届の提出＜前月以降に採用

した労働者がいる場合＞ 

○ ［公共職業安定所］ 

 

 

１６日 

○ 所得税の確定申告受付開始

＜３月１５日まで＞［税務

署］ 

※なお、還付申告については

２月１５日以前でも受付可

能。 

２８日 

○ じん肺健康管理実施状況報

告の提出［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書

の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納

付計器使用状況報告書の提

出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用

保険の被保険者でない場合）

＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納

付＜第４期＞［郵便局または

銀行］ 

○ ※都・市町村によっては異な

る月の場合がある。 

 

 

★当事務所よりひと言★ 
 
事業復活支援金の申請が１

月３１日（月）、業務改善助成金

特例コースの申請が１月１３

日（木）、第６回小規模事業者持

続化補助金＜低感染リスク型

ビジネス枠＞の申請が１月１

９日（水）から始まりました。    

売上減少などの要件に該当

し申請を希望される方は、ぜひ

ご相談ください。 

詳細は同封チラシをご参照

ください。 

あること 

 

◆手続きは本人が行うのが原

則 

 

 マルチ高年齢被保険者であ

った方が失業した場合には、一

定の要件を満たせば、高年齢求

職者給付金を一時金で受給す

ることができます。老後の生活

資金や介護費用等のために、利

用を検討する労働者もいるか

もしれません。ただし、この制

度では、マルチ高年齢被保険者

としての適用を希望する本人

が手続きを行う必要がありま

す。手続きに必要な証明（雇用

の事実や所定労働時間など）

は、本人から事業主に記載を依

頼して、ハローワークに申し出

ることになっています。 

 

◆事業主に求められること 

 

労働者から手続きに必要な

証明を求められた場合は、速や

かに対応しましょう。また、マ

ルチジョブホルダーが申出を

行ったことを理由として、解雇

や雇止めなどの不利益な取扱

いを行うことは法律上禁じら

れています。マルチジョブホル

ダーがマルチ高年齢被保険者

の資格を取得した日から雇用

保険料の納付義務が発生しま

すので、制度についてしっか

りと理解し、対応していきま

しょう。 

【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホ

ルダー制度について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/0000136389_0000

1.html 

 

対応はお済みですか？ プ

ライバシーポリシーの見直

し 
 

◆全面施行迫る改正個人情

報保護法 

 
2022 年４月１日、改正個

人情報が全面施行されます。

近時は多くの企業において、

個人情報の取扱いについて公

表すべき事項の内容を示すた

めにプライバシーポリシー

（個人情報保護方針）が利用

されていますが、法改正にあ

わせて見直しが必要となりま

す。対応はお済みですか？ 

 

◆改正の内容 

 

 改正法では、本人の請求権

の範囲が拡充されています。 

現行法下では、利用停止・消

去・第三者提供の停止といっ

令和３年の賃上げの実施

状況と来年度の動向 
 

◆雇用保険マルチジョブホ

ルダー制度とは？ 

 

 令和４年１月１日から 65

歳以上の労働者を対象に「雇

用保険マルチジョブホルダー

制度」が新設されました。これ

は、複数の事業所で勤務する

65 歳以上の労働者が、そのう

ち２つの事業所での勤務を合

計して以下の要件を満たす場

合に、本人からハローワーク

に申出を行うことで、申出を

行った日から特例的に雇用保

険の被保険者（マルチ高年齢

被保険者）となることができ

る制度です。 

 

【適用要件】 

・複数の事業所に雇用される 

65 歳以上の労働者である 

こと 

・２つの事業所（１つの事業 

所における１週間の所定労 

働時間が５時間以上 20 時 

間未満）の労働時間を合計 

して１週間の所定労働時間 

が 20時間以上であること 

・２つの事業所のそれぞれの 

雇用見込みが 31 日以上で 
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